
アジアの生態危機と持続可能性





序章

生態危機と持続可能性
―サステイナビリティ論の視座―

大 塚　健 司

はじめに

　近年，東アジアでは，経済開発の進行，人口・地域構造の変容，気候変動

による自然災害の頻発等によって環境・経済・社会の“sustainability”（サス

テイナビリティ，維持可能性，持続可能性。以下，それぞれの文脈でふさわしい

表記を行う）が脅かされている。

　戦後，アジアのなかでいち早く高度経済成長を遂げた日本では，経済成長

の陰で水俣病をはじめとする深刻な健康被害を伴う公害問題が発生した。そ

の後に展開された環境政策によって一定の環境改善をなし得たものの，なお

公害病の認定をめぐって問題が長期化している。また，農村から都市への人

口移動に加えて少子高齢化が進むなかで，水源地域で成立してきた集落の

「限界化」が進むなど，自然と共生してきた経済社会の維持可能性が危ぶま

れている（大野 2005）。さらに2011年 ₃ 月の東日本大震災によって東北沿岸

地域の農漁村が津波による大きな被害を受けるとともに，福島第一原子力発

電所の事故によって放射性物質が東日本を中心に国土の広範囲にわたって拡

散し，いまだ多くの人びとが長期にわたって仮住まいや避難を強いられてい

る１。

　また，1970年代末以降，共産党の一党支配による社会主義体制を維持した
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まま改革開放に転じた中国では，日本や他の東アジア諸国・地域の後を追っ

て経済開発に邁進し，急速な経済成長の陰で，沿海地域と内陸地域，あるい

は社会階層間等での経済格差が拡大するとともに，国土の広範にわたって環

境汚染と環境破壊が生じている。これに対して党・政府は「和諧社会」（調

和型社会）のスローガンを掲げて社会政策と環境政策を進めてきたが，農村

地域ではなお ₁ 億人以上の人びとが安全で清浄な飲み水を確保できておら

ず２，水汚染に起因するとみられる健康被害の実態についても十分に明らか

にされていない（大塚 2013）。今後，中国社会については，沿海地域を中心

に所得水準が向上していくものの，一人っ子政策によって高齢化が進むなか，

「豊かになる前に老いていく」と予測されており（WB and DRCSC 2012），持

続的で調和のとれた経済社会発展に向けて難しい舵取りを迫られている。

　また，日本，中国を含めて東アジア全体で気候変動による自然災害の頻発

によって水害や干害が毎年のように広範囲に及ぶ影響をもたらしており，経

済社会発展の制約となっている。さらに中国からアジア・ユーラシア大陸の

内陸深くに目を移していくと，厳しい自然環境条件のなか，歴史的，文化的

な要素も複雑に絡み合い，かつ政治・経済・社会の大きな変動にもまれなが

ら生存を余儀なくされてきた地域社会・集団の存在が視野に入ってくる（奈

良間 2012; 承 2012; 渡邊 2012）。

　環境・経済・社会の持続可能性の根源を自然と人間の関係のあり方に求め

るとすれば，それをめぐる諸問題は自然と人間の関係が複雑化しかつ制御が

困難になってきたことに大きな要因があると考えられる。かつては近隣コミ

ュニティで多くの欲求が自己充足されてきたが，いまや自然と人間との等身

大の関係性は，情報・物流・金融の複雑で巨大化した人工的な網の目のなか

でみえにくくなっている。環境・経済・社会の持続可能性を確保・実現する

ためには，自然生態系と人間社会との関係性からこの網の目を解きほぐして

いくほかないであろう。

　持続可能性をめぐる諸問題は決して新しい問題ではなく，さまざまなディ

シプリンやアプローチで検討されてきた。しかしながら，短期間では解決の
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見通しをたてるのが困難な問題であることが明らかになりつつあるなか，こ

れまでの分析枠組みの有効性を改めて問い直すことが求められている。本章

では長期化する生態危機の視点から持続可能性の諸問題を捉え直し，生態危

機への社会的・政策的対応を包括的に考えるための枠組みを検討することを

目的とする。まず生態危機と持続可能性について，国際的な議論を手がかり

にその基本的な認識を整理する。つぎに先行研究をもとに環境ガバナンス論

から環境・経済・社会の持続可能性―サステイナビリティ―を探求する

ガバナンス論（サステイナビリティ論）へ発展させていくうえで必要な視点

を検討する。最後に，本書の構成とおもな論点を提示する。

第 ₁ 節　生態危機と持続可能性

　地球環境の危機に警鐘が鳴らされて半世紀が経つ。第二次世界大戦後，米

ソを中心とした核開発競争は世界各地に核兵器の拡散をもたらすとともに，

大気中核実験が繰り返し行われるなかで放射性物質による地球汚染が現実の

ものとなり，核実験禁止を求める国際世論が高まった。1962年，工業化によ

る「豊かな生活」を享受しつつあったアメリカにおいてレイチェル・カーソ

ンは『沈黙の春』を発表し，合成化学物質による生態系破壊に警鐘を鳴らし，

1970年には地球環境保全を求める30万人以上が参加する「アースデイ」が全

米各地で行われた。また1968年に研究者，実業家，政治家らが集まって結成

されたローマ・クラブは，独自に開発したグローバル・モデルをもとにして

地球環境の将来予測を行い，1972年に『成長の限界』を発表して，資源の枯

渇，環境汚染，食糧不足による環境危機を回避するための対策の必要性を訴

えた（マコーミック 1998）。

　1972年にはストックホルムで国連初の環境問題に関する国際会議「国連人

間環境会議」が開催され，東西冷戦のさなかにもかかわらず，先進国のみな

らず開発途上国も含む多数の政府および非政府組織が参加し，開発と環境の
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両立を謳う「人間環境宣言」が採択された（マコーミック 1998）。国連人間環

境会議に先だって先進諸国では工業化に伴う深刻な環境汚染・破壊に直面す

るなか，環境行政専門部局の設置や環境関連法制度の整備などが進められた。

また中国をはじめ開発途上国においては，貧困からの脱却のための開発こそ

が優先課題であったものの，国連人間環境会議において先進諸国での環境問

題の深刻さを目の当たりにして，自国の環境問題に向き合う契機となった。

　国連人間環境会議以降の一連の国連会議を受け，日本の提唱をきっかけに

1984年に「環境と開発に関する世界委員会」が設置され，当時ノルウェー首

相であったブルントラントを委員長として，東西あるいは先進国と途上国の

隔てなく，世界各国の大臣級政治家や専門家が召集された。このブルントラ

ント委員会は ₃ 年にわたる討議を経て1987年に“Our Common Future”「わ

れら共有の未来」と題する報告書を公表し，「将来の世代のニーズを満たす

能力を損ねることなく，今日の世代のニーズを満たすような開発」として

“Sustainable Development”（サステイナブル・ディベロップメント。「持続可能

な開発」「維持可能な開発」等と訳されるが，本章では以降，SD と表記する）と

いう概念を打ち出した（環境と開発に関する世界委員会 1987）。その後 SD は

1992年にリオ・デ・ジャネイロで開催された「地球サミット」（環境と開発に

関する国連会議）において主要課題となった。以降，国際交渉のみならず，

各国，各地方，各地域レベルでの開発と環境をめぐる諸問題を解決し得る概

念として広く普及するに至っている。

　SD の学説的な位置づけについてはさまざまな議論がある３。また，その

後の気候変動をめぐる国際交渉の成り行きをみても明らかなように，SD は

開発か保全かという伝統的な思想の対立，あるいは先進国と途上国のあいだ

のいわゆる南北対立を背景にした政治的な妥協の産物であることは否めな

い４。他方で，環境と開発に関する世界委員会の議論は，「貧困，不平等，環

境の荒廃」による現実的な危機への対応の必要性から行われたものであるこ

とも忘れてはならない。実際に委員会活動中にも，アフリカでの飢饉，チェ

ルノブイリ原発事故，インド・ボパールにおける農薬工場からの毒ガス漏洩
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事故など，深刻な環境災害が生じ，これら環境災害が委員会での議論に一定

の影響を与えたとされる５。

　また，同委員会においては，地球的危機は単に自然環境だけではなく，開

発問題やエネルギー問題を含めた「相互にからみあった危機的状況」として

認識されていた。それは以下のように表されている。

　「今日，世界は，土壌・水系・大気の汚染，森林の破壊といった環境への

生態学的負荷が，経済発展の見通しにどのような影響を及ぼすかを考えざる

を得なくなっている。最近では，世界は経済的相互依存の度合を急速に高め

ており，我々はこれへの対処を余儀なくされたが，今日，さらに国家間に加

速度的に高まっている生態学的相互依存の状況に適応せざるを得ない。生態

学と経済は，地域的，国家的，地球的に織りなす因果関係の網目のない織物

であり，それはますます複雑になっている」（環境と開発に関する世界委員会 

1987, 25）。

　具体的には，森林破壊による下流域での洪水の発生，工場汚染による漁業

被害，乾燥地域における土地の荒廃による環境難民の発生，酸性雨と放射性

降下物による汚染などが地域レベルだけではなく，国境を越えて広がってい

ること，さらに地球温暖化やオゾン層の破壊など地球規模の環境問題などが

挙げられている。そして，同委員会は，地域レベルの環境問題だけではなく

国境を越えた環境問題や地球環境問題へ，自然環境の危機だけではなくその

背景あるいは帰結である経済的危機へ，さらには（いわゆる「伝統的な」）安

全保障による軍拡競争がもたらす生存環境の危機へと関心を広げながら，

「今日の世代の浪費の結果，将来の世代の選択の余地は急速に奪われつつあ

る」と指摘している（環境と開発に関する世界委員会 1987, 27-28）。

　本章ではこうした視点に立ち戻り，今日われわれ人類が直面している環境

問題を「生態危機」と呼ぶことにしたい。SD の根源は，地球上の自然生態

系と人間社会システムの維持存続であるという立場にたてば，SD を問うこ

とは，すなわち自然と人間を含めた自然・社会生態システム６の“sustainabil-

ity”（サステイナビリティ）を問うことにほかならない。また「サステイナビ



8

リティ」とは，環境と開発に関する世界委員会における議論に準拠すれば，

人間の経済社会の持続可能性が環境の持続可能性に大きく規定されているこ

とを前提としつつ，そのなかで地域環境と地球環境を現世代が保全・利用し

ながら将来世代にいかに引き継いでいけるのかを問うているのである。すな

わち「生態危機」とは，ローカルからグローバルなレベルにまで「網目のな

い織物」のように広がった経済的かつ生態学的相互依存関係のなかで，世代

内および世代間における持続可能性が脅かされた状況を指すものである。

SD を考えるにあたっては，現実の生態危機への対応可能性を問い続けてい

くことが重要である。

　環境と開発に関する世界委員会が生態危機を克服するために SD の必要性

を訴えて，すでに30年近くが経つ。その間，その根本にある環境・経済・社

会の持続可能性―サステイナビリティ―をめぐる状況はどのように変化

してきたのだろうか。最近の関連する包括的なレポートとしては，2001年か

ら2005年にかけて，国連総会におけるアナン事務総長の呼びかけに応えて，

生態系の変化が人間の福祉（human well-being）に与える影響を評価すべく実

施された「ミレニアム生態系評価」（Millennium Ecosystem Assessment）が挙

げられる（MEA 2007）。

　ミレニアム生態系評価は，生態系と人間の福祉とのつながりを文化的な要

素を含んだ「生態系サービス」（ecological service）という視点からとらえた

こと７，生態系を「非生物的な環境と，植物，動物，微生物の群集とが機能

的な単位として相互作用している動的な複合体」ととらえて，人間もまた生

態系の一部をなすという前提にたっていること，地方，流域，国，広域，地

球規模での評価を統合したマルチスケールでの評価を行っていることなどに

その特徴がある。そして，過去50年以上にわたる大規模な生態系の改変ある

いは劣化があるなか，それにより人間の福祉と経済発展が大いに利する側面

があったことを認めつつも，すべての地域・集団が利益を享受しているわけ

ではなく，むしろ多くの被害をもたらしていること，また疾病の発生，水質

の急激な変化，気候変動などのように，自然生態系に非線形的でかつ予測困
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難な突発的な変化や不可逆的変化が生じつつあり，それが人間の福祉に重大

な影響を及ぼし得ることなどが明らかにされている。すなわち，生態系サー

ビスという点から自然と人間の関係をとらえた場合，環境・経済・社会の持

続可能性（サステイナビリティ）は依然として脅かされていることが確認さ

れているのである。この評価結果を受け入れるとするならば，われわれ人類

は，「サステイナビリティ」という大きな課題を背負ったまま，長期化する

生態危機のなかで「開発」や「発展」を求め続けているということになる。

　リスク社会論を提起したベック（ベック 1998）もまた，「われわれの世界

でいま圧倒的な存在感をもっているのは，リスクの蓄積―エコロジカルな，

金融上の，軍事上の，テロリストの，生物化学の，そして情報的な，そうし

たリスク蓄積だ」と指摘している（ベック 2011, 154-155）。リスク社会論は，

生態危機はいつかどこかにある危機ではなく，いまどこにでもある危機であ

るということ，またわれわれはそうした危機・リスクのなかで生きていると

いう認識を示している８。いま，そうした危機やリスクをどのように乗り越

え，あるいはそのなかでどのように生きぬいていくか
4 4 4 4 4 4 4 4

，という意味で自然・

社会生態システムの舵取り，すなわち「ガバナンス」のあり方が問われてい

るのである。

　もっとも本論は，そのような状況を悲観あるいは警鐘するためではなく，

逆に楽観あるいは無視するのでもなく，また地球規模での生態危機を巨視的

に再検討することを意図したものではない。むしろわれわれ人類を取り巻く

このような状況を前提としながら，長期化する生態危機への対応可能性とい

う点から自然・社会生態システムのガバナンスのあり方を具体的に問う「サ

ステイナビリティ論」を展開するための視座を得ることを目的としている。

上記でみてきたように，サステイナビリティ論の背景にある国際的な議論や

現状認識は，各国・各地域においてさまざまな経験と知見がローカルからグ

ローバルなレベルに至るまで蓄積されてきたことが重要な基礎となっている。

長期化する生態危機への対応可能性からサステイナビリティのあり方を追究

していくにあたっては，こうした現場（フィールド）での具体的な経験と知
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見に即して検討していくことが必要であろう。以下本章では，「サステイナ

ビリティ論」を「現実の生態危機への対応に関する経験知の総合の試み」と

して，その経験知を具体的な事例に則して積み上げていくための視座につい

て，環境ガバナンス論および関連する先行研究を手がかりに検討していきた

い。

第 ₂ 節　環境ガバナンス論からサステイナビリティ論へ

₁ ．環境ガバナンス論再考

　これまで東アジアの環境問題は，急速な工業化のもとでの「負の経験」

「奇跡の裏側」などと，アジアのなかで戦後いち早く経済復興を遂げた日本

の公害経験に重ね合わせながら，欧米先進諸国へのキャッチアップによるめ

ざましい経済成長の陰で生じた問題としてとらえ，それら諸国における環境

政策，とりわけ環境汚染への対応が注目されてきた（小島・藤崎 1993; オコン

ナー 1996）。その後，韓国は OECD 入りを果たし，その他の諸国も新興国と

して国際社会において存在感を強めているなか，環境政策においても先進国

と同等の水準を求める圧力が高まるとともに，国際市場における競争にさら

されるなかで，先進的な環境技術の導入も図られてきた９。

　他方で，多くの環境問題の解決が進まない現状に対して，「上からの環境

対策の問題点」（藤崎 1997），あるいは「政府の失敗」「市場の失敗」に加え

て「制度の失敗」（寺西 2006）などが指摘されるなか，日本の公害対策経験

をふまえて，地方分権化や民主化に基づく「下からの環境対策」を可能とす

る「制度」のあり方が東アジア諸国の環境問題を解く鍵として注目されてき

た⑽。こうした問題意識から，政策過程に関する研究（寺尾・大塚 2002: 2005: 

2008; 寺尾 2013）に加えて，政府主導の環境政策に対する補完的ないしは代

替的な仕組みを探る「環境ガバナンス」の視点（松下 2006; 松下編 2007）に
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たつ研究が行われてきた⑾。またヤング（2008）はガバナンスの課題におけ

るふたつの「フィット」（fit）の問題のひとつとして「機能的ミスフィット」

を挙げている⑿。政策過程および環境ガバナンスの研究においては，行政階

層間および多様なステークホルダー間の機能的ミスフィットの問題が多く取

り上げられてきた。

　たとえば中国においては，経済開発特区の設置による外資の積極的導入，

地方政府と企業の利益共同体の形成―「政経一体化」（張 2012）―によ

る「地方保護主義」，GDP 主義に基づく党・政府による指導幹部の政治業績

考課がもたらす地方政府間の「トラック競争」⒀など，経済成長による富の

増大を優先する論理（ロジック）が，沿海地域を中心に中国全土にあまねく

浸透し，中央政府主導のトップダウン的な環境政策を骨抜きにしてしまって

いることがしばしば指摘されてきた。これに対して中国の環境政策研究にお

いて，法と行政システムの問題，規制執行過程，司法過程，地方政府と企業

のインセンティブ，NGO の役割，情報公開と公衆参加などの視点から，経

済成長優先の論理に対抗し得る環境ガバナンスのあり方が探究されてきた

（Economy 2004; 大塚 2005: 2008: 2011; 北川 2008: 2012）。とりわけ NGO の役割

や情報公開と公衆参加に着目した研究は，「環境民主主義」（Environmental 

Democracy）というグローバルな規範の中国における受容，変容，定着，発

展などの過程に注目してきたといえる⒁。

　さらに中国の水環境問題に対してガバナンス論からのアプローチを試みた

大塚らによる一連の研究（大塚編 2008; 2010; 2012）では，「制度」と「参加」

に加えて，「流域」という視点を導入し，環境ガバナンス論を「流域・水環

境ガバナンス」論として発展させてきた。

　流域・水環境ガバナンス論は，流域を「水環境を共有する地域」ととらえ，

政府主導の流域管理としての水環境政策を，地域（流域）の社会，経済，環

境の持続可能性の維持，回復，醸成に向けた流域ガバナンスの要となる公共

政策として位置づけるとともに，政府部門だけでなく社会各層の利害関係主

体（ステークホルダー）が協力・連携し，多層的なパートナーシップの形成
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のもとで多様な流域資源の管理・利用・保全のあり方に焦点を当てている。

さらに，流域水環境資源の多様性と相互関連性に着目して自然・社会生態シ

ステムに対する順応的管理を重視するとともに，水環境問題をめぐる政治，

経済，社会的過程に着目するなかで，問題解決の現場における政策過程とと

もに，地域のステークホルダーによる地域共有資源―「コモンズ」の管理
―をめぐる相互学習過程を重視している⒂。

　そして大塚編（2010; 2012）では，2007年の水危機を経て中央および地方

レベルでの水環境政策が急展開した太湖流域において，政府主導のトップダ

ウン型ガバナンスの特徴，成果および限界とともに，一工業開発区における

政府，企業，住民，専門家および NGO による「コミュニティ円卓会議」の

実践をとおして，地域の環境問題をめぐる対話と協働の可能性と問題点を検

討している。そのなかで，いったん破壊された水環境を回復し，また回復さ

れた水環境を維持していくためには，トップダウン型ガバナンスだけではな

く，長期的な維持管理メカニズムの構築が求められること，またコミュニテ

ィ円卓会議の実践をとおして地域住民が強い関心をもつ身近な生活環境をめ

ぐって地域のステークホルダー間で対話と協働を行って問題解決につなげて

いくことは十分可能であるものの，中国の政治・経済・社会的条件のもとで

会議の組織化をどのように進めていくのか，さらには一コミュニティでの

「点」での取り組みをより大きな地域あるいは流域での「面」的な取り組み

にいかに発展させていくのかなどの課題が横たわっていることが指摘されて

いる。

　しかしながら，制度の失敗に対する環境民主主義的なガバナンスのアプロ

ーチは，先進諸国が経済成長過程で経験してきた一連の社会変動―民主的

な制度形成，中間層の台頭，社会組織の多様化，人びとの権利意識の向上な

ど―が参照枠組みとなっており，異なる地域社会・集団間での多様な社会

変容の状況は明示的に枠組みのなかに入れられていない。日本，中国を含め

経済成長を追究してきたアジア各国・地域にみられる不均等な発展という現

状をふまえれば，成長の恩恵の分配（あるいはその裏返しである「不利益」の



序章　生態危機と持続可能性　13

分配）をめぐる問題を検討するにあたって，社会変容の多様な様相も視野に

入れていく必要があるだろう。

　さらに，アジアでは自然災害，環境汚染・破壊，その他人為的要因が相ま

った複合災害が繰り返し発生していることにも目を向けなければなるまい。

突発的な環境災害が環境政策にインパクトを与えた事例については，政策形

成過程分析のアプローチから，その要因，対策，ロジックなどについて分

析・評価するのが必要かつ有効であろう⒃。それに加えて，環境災害が繰り

返され，またそれによる健康被害などの影響が長期化している状況に対して

は，災害対応と政策形成の過程のみならず，災害をめぐる社会対応の過程に

ついても長期的，重層的かつ多角的な観点からの検討が必要とされる。

　繰り返される環境災害に対しては，環境災害対応から環境政策形成へ，環

境政策形成から環境改善へという単線的な経路からのアプローチではとらえ

きれない。2011年の東日本大震災および福島第一原子力発電所の事故をふま

え，「災害と環境経済学」の関係から持続可能性の再検討の必要性を指摘し

た細田（2012）は，「『持続可能性』とはまさに定常均衡の ₁ つのあり方を示

していると理解される」としたうえで，2011年 ₃ 月以降の東日本大震災の経

験をふまえて，「（定常経路に注目した）分析のみでは，災害という特異な非

定常の状態は扱えない」と指摘するとともに，大災害時のような「特異な非

定常の状態」から「定常状態」へ「可能な限り環境の質の高い持続可能な経

路に収束させるような制度作り」と同時に，「特異な非定常な状態」を含む

より広い範囲での制度枠組みも検討する必要があるとして，定常経路分析一

辺倒の環境経済・政策論から脱却する重要性を説いている⒄。

　また災害過程は，自然環境の破壊・破局による実害だけが焦点ではない。

『災害の人類学』をまとめたホフマン／オリヴァー＝スミス（2006, 8）によ

れば，災害とは「自然環境あるいは人が手を加えた環境あるいはまったく人

工的な環境に由来し，破壊を起こす可能性のある素因／力と，社会的また経

済的に作り出された脆弱性が存在する状況下にいる人間集団とが結びつき，

個人また社会の，物質的身体的存続や社会秩序や意味に対する欲求の，慣習
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的・相対的な満足が混乱ないしは中断したと認識されるに至った過程／事

象」と定義されている。この定義に凝縮されているように災害は，単に物質

的身体的被害だけではなく，社会過程や社会構築が絡み合ったものであり，

「災害とは，社会的・環境的・文化的・政治的・物質的，そしてテクノロジ

ー的な性質をもつ多様な過程と事象が集まり，交差または交錯し合ってでき

あがったもの」（オリヴァー＝スミス 2006, 32）としてとらえていくことが求

められる⒅。

　これまでの環境ガバナンス論は，もっぱらアジアの経済成長の「中心」に

おける開発と環境をめぐる諸問題を解決していくための政策論として展開し

てきた。アジアの経済成長の「中心」から「周辺」に眼を移し，かつ生態危

機と表裏一体となった持続可能性をめぐる諸問題を考えていくには，これま

でのガバナンス論の射程に（少なくとも明示的に）入っていなかった上記の

ような諸側面に目を向けていくことが必要となる⒆。

₂ ．環境ガバナンス論からサステイナビリティ論へ

　第 ₁ 節でみたように，そもそも開発と環境をめぐる諸問題の解決に向けて

国際社会で提唱された Sustainable Development（SD）の根本には，自然生態

系と人間社会システムの維持存続の危機という問題認識があった。植田

（2008）はこうした危機意識が広く共有されるなかで SD の理念はすでに国際

社会や地域社会において規範や制度的枠組みとして組み入れられつつあると

したうえで，SD の実現には，環境や資源への配慮といった「エコロジカル

な環境サステイナビリティ」に加えて，南北間衡平・世代間衡平を含む社会

的衡平や社会的効率といった「経済のサステイナビリティや社会のサステイ

ナビリティ」を統合した総合的な理念にしていくことが現実社会において求

められていると指摘する。

　以下では，アジアの経済成長の周辺から，環境・経済・社会の持続可能性

（サステイナビリティ）をめぐる諸問題を人びとがどのように乗り越えてきた
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のか／いるのかという経験知の総合を図りながらガバナンスの新たな視座を

探っていくにあたり，関連する先行研究をもとに重要と思われる視点を検討

する。

１ 中心周辺関係

　経済成長の周辺に視点を移すにあたって，まず「中心」と「周辺」の関係

をどうとらえるかということが焦点となる。中心周辺関係は，日本の戦後高

度経済成長下で国土にさまざまな歪みと格差を生み出してきた不均等な発展

のもとで顕在化してきた。このような歪みや格差に対抗するために提唱され

てきたのが「内発的発展」（Endogenous Development）である。

　内発的発展論は，地球的規模の問題を地域から解いていくために，西欧型

近代化論に対抗する理論として非西欧社会の視点から展開されてきた（鶴

見・川田 1989）。そのなかで日本においては，自然生態系および地域社会を

維持し，地域の資源・技術・産業・人材・文化を基盤としつつ，経済集積の

ある中心都市と選択的に連携することにより住民主体の自律的な発展を図っ

ていくという地域の自発的な取り組みが追求されてきた（保母 1996; 宮本 

2007）。それは，地域が歴史的に育んできた自然環境および人的，社会的，

文化的資本の蓄積に地域固有の価値を見出しながら，中心周辺関係のあり方

を捉え直す試みでもある。

　また，中心周辺関係は，途上国の開発と文化をめぐる問題としてもしばし

ば指摘されてきた（川田ほか 1997）。内発的発展論もまた，東西冷戦時代に

「第三世界」と呼ばれたアジア，アフリカ，ラテンアメリカ諸地域における

代替的発展論として展開されてきた（鶴見・川田 1989）⒇。近年では，研究対

象とする民族誌的世界をグローバリゼーションとの接続性に着目して記述分

析する「グローバリゼーションの人類学」が提起・実践されるなかで，中心

周辺関係に対して新たな解釈がなされつつある（本多・大村 2011）。湖中

（2010, 56-57）は，「グローバリゼーションは，たとえ望ましいものでなくて

も，もはや不可避である以上，それをつくりかえていく他はない。そのため
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に必要なのは，グローバルな言説空間を無批判に補強する概念補強型の記述

でも，それを無視してフィールドに引きこもる概念無視型の記述でもなく，

排除されてきた周縁社会の微細な生を議論に持ち込むことによって，グロー

バリゼーション概念それ自体を人類学的につくりかえていく概念再構築型の

記述である」と述べている。

　こうした湖中の考え方は日本における過疎問題や限界集落問題に関する最

近の議論と通底する。山下祐介（2012; 2013）は，日本の限界集落問題や東

北地方における津波・原発災害をめぐる地域構造を中心周辺関係からなる

「広域システム化」の視点からとらえ，周辺におかれた「地方地域社会」の

崩壊が広域システムそのものの崩壊につながる危険性を警告している。そし

てその「警告」の一部は，他地域で現実的な問題となりつつある。能登半島

を中心とした過疎地域をみつめてきた佐無田（2011）は，「2000年代の過疎

化は，60年代の過疎化を遠因とする影響の積み重ねの上に生じた，ポスト工

業化による周辺型経済の崩壊と，国民的統合制度の削減（脱周辺化）」であ

ると指摘している。

　日本では地域間競争のなかで，経済成長を牽引する大都市圏域に対して周

辺化している地方地域社会においては，少子高齢化が急速に進むにつれて，

上下水道や医療設備など基本的な社会サービスが自律できなくなりつつある

だけではなく，集落生態系の保全や自然災害への対応に対する社会的脆弱性

も増しつつある。そうした「周辺」の地方地域社会の脆弱化が「中心」の中

核的都市を含めた経済社会システム全体の脆弱につながり得る。それに対し

て山下祐介（2012）は，集落診断をとおして，集落構成員の概念を拡張し，

近くの地方中核都市に転出した元構成員を家族と集落のつながりのなかで潜

在的な構成員としてカウントすることで，「限界集落」は「限界化」を回避

することが可能であると主張する。ここには，「中心」の大都市圏と「周辺」

の地方地域社会の関係性をより広い視野から捉え直していくことが意図され

ている。

　こうした中心周辺関係の新たな解釈のなかで，周辺の広域システムへの
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「接続」と「自律」のあり方について改めて議論がなされている。高倉（2010）

は，グローバリゼーションの人類学的研究の実践例を検討するなかで，「世

界システム論的な意味での中心によって包摂された周辺，外部の要因によっ

て変化が規定される周辺というわけでもない。外部との接合性は維持されな

がらもフィールドの場は決して自律性を失わない状態で，維持され続ける」

という共通点に着目し，「接続性」と「自律性」をめぐる二分法的な従来の

視座を乗り越え得る可能性を展望している。また，日本における原発立地自

治体にて長年にわたってフィールドワークを続けてきた中澤（2013）は，「主

体」（subject）という言葉が有する自律性と従属性の両義性をふまえて，「開

発の主体化」状況から脱した地域社会の自律的発展の可能性を議論している。

こうした論点は持続可能性をめぐる諸問題に対するガバナンスのあり方を考

えていくにあたって示唆に富むところである。

２ 変化をとらえる時間軸

　生態危機は，長期にわたる環境と社会の変化から引き起こされることから，

変化をどのようにとらえるかということが重要な論点となる。中国の太湖に

おけるアオコの大発生は，突発的な生態系変化を伴ったものであるが，その

背景には長期にわたる工場，農地，下水からの排水の蓄積があった。ミレニ

アム生態系評価においても，「生態学的システムには慣性（システムが攪乱に

反応する際の遅延）が存在する。その結果，改変を引き起こす事象の発生時

と改変の結果がすべて現れる時期との間には，しばしば長い時間差が存在す

る」「生態学的システムの慣性と，生態改変の費用と便益の時空間的乖離の

両方のために，生態系改変の悪影響を受ける人々（将来の世代や下流域の土地

所有者）と改変によって利益を受ける人々が異なるという状況がしばしば生

じる。そうした時空間的パターンは，生態系改変に伴う費用と便益の査定や

利害関係者の特定をきわめて困難にしている。さらに，生態系管理のための

現在の制度は，それらに対処できていない」（MEA 2007, 17-18）などと指摘

されている。いったん破壊された生態環境を回復するのに要する時間は長期
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にわたるのに対して，政策は短期的なアウトプットで評価されがちである

（大塚編 2012, 262）。オラン・ヤングは，地球環境ガバナンスの問題点として，

制度の失敗を意味する「機能的ミスフィット」に加えて，「時間的ミスフィ

ット」の問題を指摘しているが（ヤング 2008），ここでも，生態系変化と政

策のあいだの「時間的ミスフィット」が生じているのである�。

　時間的ミスフィットは，変化や問題の長期性だけではなく，周期性のずれ

からも生じ得る。SD も人間のライフサイクルである「世代」に着目し，世

代間問題を明示したものであった（植田 2008; ダスグプタ 2007: 2008）。また，

先述したような集落の限界化と維持可能性の診断には，高齢化や少子化とい

う視点だけではなく，人間のライフサイクル，すなわち「世代」という視点

が重要であると指摘されている（山下祐介 2012）。農山漁村地域において地

域の自然，社会，文化的資本のサステイナビリティが脅かされているのは，

世代間の継承が困難になりつつあるからと考えることができる。しかしなが

ら，これまでの過疎対策の時間単位は往々にして予算編成上の単年度となっ

ており，世代という周期（サイクル）が明示的に考慮されてこなかったので

はないだろうか。

　さらに世代やサイクルという視点は，時間の「不可逆性」という本質を含

んでいるが，必ずしも単線的な流れだけでとらえられるものではないことに

も留意したい。たとえば「後から来る世代は先行する世代から何かを受け取

るが，代わりに何かを先行世代に与えることはできない」のであり，「大地

は子孫が貸してくれたもの」であるというアメリカン・インディアンの考え

方があるとされる。こうした豊かな自然の資源と環境を「預かり，引き継

ぐ」という思想には，「円環的な時間概念」が包含されている（デュピュイ 

2011, 8-10）。

　このような時間の円環は，災害過程においても重要な概念となる。大災害

によるショックから立ち直ってくると，被災地の中心から離れた地域では

徐々に災害の記憶が薄れ，まるで災害は遠い出来事であったかのように平時

と変わらぬ生活に戻っていき，そしていずれ災害の教訓も風化していきがち
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である。しかしそれは，「二つの災害に挟まれたつかの間の平時＝＜災間

期＞」（仁平 2012）であるかもしれない�。時間軸を過去に引き延ばし繰り返

す災害を確認し，そしてその時間軸を未来にも引き伸ばして来るべき災害に

備えていく。仁平（2012）は，現代の日本社会を「災後」にあるのではなく

「災間期」にあるととらえることにより，「厄災が何度でも回帰しうるという

ことを前提に」し，「それに耐えうる持続可能でしなやかな社会を構想する

こと」が可能になると指摘する。

　このように，長期化する生態危機をふまえたサステイナビリティの検討に

あたっては，政策的時間単位と歴史的・生態学的時間単位のずれに留意しつ

つ，環境と社会の重層的な変化をもたらしている交錯する時間軸に目を向け

ていくことが必要となる。

３ 社会―生態システム（SES）

　前節および本節冒頭でも述べたように，本章でのサステイナビリティ論は，

単に環境問題の解決をめざすだけではなく，社会経済システムを含めた自

然・社会生態システムの舵取りのあり方を問うことを意図している。ここで

「自然・社会生態システム」は自然生態系と人間社会系を含む複合的なシス

テムを指す概念であり，川喜田（1989）の「文化生態系」，Berkes,  Colding 

and Folke（2003）やヤング（2008）の“Social-Ecological System”（SES，社

会―生態システム）と通底する概念である。

　川喜田は，文化生態系をまず「主体と環境の間に一線を画するのではなく，

主体性と環境性とを相互浸透的な〔主体―環境〕系として捉え」る。そして

（主体である）社会と（自然）環境の間の相互関係について，社会から自然環

境への作用を「主体性」，自然環境から社会への作用を「環境性」ととらえ，

その相互作用の場を広く「文化」とする。さらに「文化」を，自然環境に近

い側から，「技術」「経済・厚生」「社会組織」「価値観・世界観」と ₄ つの側

面からとらえる同心円的な枠組みを提示している。そのうえで「人間を外し，

それに対し対立しておかれたものを自然とよぶのではなく」「『自然』とよぶ
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べきは，〔社会―文化―環境〕を一切含み，それより大きい全体を指すもの」

と考え，「社会―文化―環境」の「動態的把握」「個性の把握」「創造性」の

₃ つを重視する（川喜田 1989, 1-10）。そして1960年代の後半から環境問題が

「改めて世界的な大問題として登場してきた」のは，「社会―文化―環境」の

「有機的関連性が異常な危機に曝され」「自然と人間の調和，伝統と近代化の

調和，すなわち調和の喪失」に「危機の根がある」のであり，しかも「社会
―文化―環境がさらに複雑・流動性を増している」という認識を示している。

　このような視点から指摘される現代社会の「欠陥」のひとつが，画一化の

弊害である。「中央が地方の実情を知らず，中央の都合ばかりで，そのやり

方を地方・周辺に画一的に押しつける結果を招いている。それが地方の伝統

的生態系を破壊ないし解体し，地方を搾取する結果となっている」と指摘す

る　（川喜田 1989, 29-31）。たとえば中国においても環境保護などを目的とす

る国家政策が，地域の自然・社会生態システムと摩擦を起こす例が報告され

ている。中国では，歴史的にさまざまなかたちで移民政策がとられてきたが，

1998年の大洪水を経て開始された「退耕還林」や「退牧還草」（過放牧地の牧

畜業を廃止し，草原を回復すること）などの生態環境政策によって「生態移民」

が奨励されるようになった。生態移民は，生態環境の保全・回復と貧困対策

をあわせて解決することを期待して行われる一方で，黒河流域では少数民族

である遊牧民の生業文化が踏みにじられ，また定住先にて新たな水環境問題

を引き起こすことが指摘されている（小長谷・シンジルト・中尾 2005）。この

画一化の弊害は，前述した中心周辺関係の一側面を現したものである。

　また社会―生態システム（SES）論は，従来の生態学を乗り越え，人間と

自然の関係性の変化の動態的把握を意図した概念であり，その点で川喜田の

文化生態系の概念と通底する。そして SES は，「人間と自然を統合するシス

テムの概念」であり，SES 論は「新たな課題に対してサステイナビリティ

を損なうことなく SES が順応していくことを探求」するサステイナビリテ

ィ論と位置づけることができる。すなわち SES 論では，「サステイナビリテ

ィは，成長・均衡・安定性よりも，新規性・記憶・不安定性から定義され
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る」として，均衡論や最適化論からのパラダイム転換の必要性を説くととも

に，「サステイナビリティは『最終成果』（end product）ではなく『プロセス』

であり，変化を扱う社会の順応性（adaptive capacity）を要するダイナミック

なプロセス」であると考える。そして社会―生態システムの変化は予測不可

能でかつ不確実であることを前提に，外部からの作用に対する「順応」（ad-

aptation）「回復（能）力」（resilience）「転移」（transformation）に関する「サ

ステイナビリティの“backloop”研究」を重視する（Berks, Colding and Folke 

2003）。とりわけ，（自然）生態システムのダイナミズムと（人間）社会シス

テムにおけるガバナンスをともにとらえるために社会―生態システムの回復

力（レジリエンス）に着目する。ここで「レジリエンス」は，「社会がいかに

外発的な変化（externally imposed change）に適応・順応していくかに関する

重要な要素」であり，「大きな変化や攪乱を緩和できるレジリエントな社会
―生態システムは，エコロジカル，経済的，社会的なサステイナビリティと

同義である」とされる（Berkes, Colding and Folke 2003）。災害を引き起こしや

すい原因とされる「脆弱性」（vulnerability）もまた，長い時間をかけて自然

的要因に加えて人為的要因が絡み合った「社会―生態システムにおけるサス

テイナビリティの脆弱性」と理解することができるであろう�。

　このような SES 論と共振するかたちで経済学において提唱されてきたの

がノーガードらのエコロジー経済学（ecological economics）である（ノーガー

ド 2003）。「環境・資源・開発の問題が，長期的に新しい合意が生まれるよう

な新しい枠組みを必要としている」という認識のもと，「発展を社会システ

ムと生態システムの共進化プロセスとみるまったく新しい歴史観」として

「共進化」という概念を提示する。そしてこの「新しい考えでは，変化する

生来的に不可知なシステムについて継続的にモニタリングし，学習し，適

応・順応していくことが強調される。・・・人間の生態系理解が変化するに

つれて実際に生態系が変化するように，人間のシステムは生態系の構造を学

習し受け入れなければならない」。そして共進化という視点から人類の環境

史をみていくと，「慎重にそして小規模に実験を行い，その後の進化の連鎖
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について可能なかぎり観察すべきだという」教訓が導かれるとする（ノーガ

ード 2003, 51, 67, 111, 323）。

　ここには，川喜田が指摘した「文化」における主体性と環境性という双方

向性を明示的に発展論に組み込むことが意図されており，また SES 論的な

システム変化の認識のもとでの「順応的ガバナンス」（adaptive governance） 

（Dietz, Ostrom and Stern 2003）の必要性が説かれていることが注目される。そ

してガバナンスのあり方については，「現在のテクノクラシーを地理的に柔

軟でフラットな統治構造に置き換えていくためには，コミュニティを強化し，

信頼と理解を通じる方法しかない。より小さく，より強いコミュニティが，

民主主義の拡大を補完し，個人主義への暴走とその結果生じる問題を克服す

る手助けとなるだろう」として，近代経済学の方法論的前提である個人主義

ではなく，「コミュニティ」の重要性を指摘している（ノーガード 2003, 230）。

ここで「コミュニティ」は「人々が関わりあう多様な方法」と広く定義され

ている（ノーガード 2003, 231）。すなわちここでいう（広義の）「コミュニテ

ィ」は社会―生態システムのなかで順応的ガバナンスの基層をなす主体であ

ると考えられているのである�。

　以上のような SES 論的な考え方を一部共有するような研究は，文化人類

学（とくに生態人類学），ポリティカル・エコロジー論（政治生態学），コモン

ズ論などの各分野において，歴史的に自然資源の持続可能な管理を行ってき

た基層の地域社会・集団が外的な変化や攪乱（経済開発，商品市場化など）に

いかに対応し得るかという問題意識から行われてきている�。また基層の地

域社会・集団に関する事例研究ついては，文化人類学や地域社会学などによ

るいわゆる「コミュニティ・スタディ」の豊富な蓄積があるが，コミュニテ

ィ・スタディの限界を批判的に乗り越えようとする研究のなかから，「コミ

ュニティ」そのもののとらえ方を含めた議論がさまざま行われつつある�。

とりわけ長期化する生態危機による脆弱性が顕著な周辺においては，歴史的

にサステイナビリティが安定的に確保されてきたローカルレベルの仕組みと

その変容のみならず，複雑化した社会のなかでサステイナビリティが脅かさ
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れつつある現実にも目を向け，基層レベルだけではなく，より高次かつ広域

システムにおけるガバナンスの仕組みとのクロス・スケールの関係を視野に

入れながら，危機をいかに乗り越えてきたのか，あるいは乗り越え得るのか

という問いへの探求と知見を総合する作業が，既存の学問領域を越えてます

ます求められている。

第 ₃ 節　本書の構成と論点
―フィールドからのサステイナビリティ論に向けて―

　アジアの経済成長の「中心」から「周辺」のフィールドに視点を移し，長

期化する生態危機による脆弱性をふまえたサステイナビリティ論を展開する

にあたっては，経済成長の「中心」を主たる対象として展開されてきたこれ

までの環境ガバナンス論の射程からはずれてきたさまざまな視点を取り込ん

でいくことが必要であることを前節で指摘してきた。すなわち，①「中心周

辺関係」といった空間・社会軸，②長期的な「変化」をとらえる時間軸，③

人間社会システムと自然生態系の相互作用（社会―生態システム）の ₃ 点で

ある。第 ₁ に，「中心周辺関係」については，周辺における固有の自然的，

社会的，文化的資本をふまえながら，「中心」に対する「接続性」と「自律
4 4 4 4 4 4 4 4 4

性」をいかに舵取りしていくか
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

という視点が重要となる。第 ₂ に「変化」に

ついては，自然生態系の遷移や世代の継承などが織り成す円環的な生態学

的・歴史的な時間の変化に加えて，環境破壊や災害などの突発的な変化や不

可逆的な変化，さらには長期の環境・社会変動に潜む漸進的な変化などを射

程に入れていくことが求められる。第 ₃ に，人間社会システムと自然生態系

の相互作用については，「社会―生態システム」（SES）論における適応・順

応やレジリエンス（回復力）の視点が重要となる。これらの視点をふまえ，

対象とする地域の社会・集団がいかに「危機」を乗り越え，さらには「発

展」をめざしてくのかという点が，サステイナビリティ論におけるガバナン



24

スの新たな視座として浮かんでくる。

　これらの視点から具体的な事例を検討していくにあたっては，情報・物

流・金融の複雑で巨大化した人工的な網の目のなかで自然と人間の関係がみ

えにくくなっている現代社会の状況をふまえると，ガバナンスの中核をなす

統治の仕組みやそれに対抗する社会運動だけではなく，広く基層の地域社

会・集団における経験や過程に着目していくこと，そしてそれをより高次か

つ広域システムにおけるガバナンスの枠組みのなかで検証していくような複

眼的な手法が求められる�。そして，こうして得られた「経験知」について

学問領域を越えて広く社会的共有を図り，「網目のない織物」をほぐして生

態危機と持続可能性をめぐる諸問題の構図を明らかにしながら，サステイナ

ビリティ論を展開していくことが重要となる�。

　本書は，以上のような問題意識のもと，文化人類学，経済学，歴史地理学，

環境学など異なるバックグラウンドをもつ地域研究者が，それぞれのフィー

ルドにて行った事例研究を束ねつつ，そこで得られた知見の総合を試みるも

のである。以下各章における事例研究で注目している現象や問題は多様であ

るものの，基層の地域社会・集団だけでなく，より高次かつ広域のシステム

のあいだとのクロス・スケールの関係を視野に入れていくという共通のアプ

ローチをとっている。

　図 ₁ に本書における各章の位置づけを示した。各章で対象としている地域

と事例が多様ななかで，主体（集団・社会），環境の変化（災害・変動�），お

よび主たるサステイナビリティの課題（適応・順応，維持・発展，脱却・回復）

については次のように相互に重なる共通要素がみられる。各共通要素と各章

の対応関係は以下のとおりである。

　第 ₁ に主体については，自然生態系との緊密な関係のなかで生業を行って

きた「生業集団」（第 ₁ 章の牧畜民と第 ₂ 章のトナカイ飼養民），中国（第 ₃ 章

の内陸オアシス）や日本（第 ₄ 章の山間地域）の「農山村」，漁村や農村を含

めた「流域社会」（第 ₅ 章の旧ソ連アラル海地域と第 ₆ 章の中国淮河流域）が対

象となっている。第 ₂ に環境の変化については，寒雪害（第 ₁ 章）や干害
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（第 ₃ 章）などの「気象災害」，水資源開発（第 ₅ 章）や工業開発（第 ₆ 章）に

よる広範囲で長期にわたる環境破壊や環境被害などの「開発災害」，環境保

全のための政策的移住による生業環境の変化（第 ₂ 章）や人口の減少および

少子高齢化がもたらす水源地域の荒廃（第 ₄ 章）などの「社会環境変動」が

図 ₁ 　本書の構成と各章間の共通要素

（出所）筆者作成。

【第１章】
モンゴル国沙漠地
域／牧畜・
寒雪害対応

【第２章】
中国大興安嶺
森林地帯／トナ
カイ飼養民族・
生業技術対応

【第３章】
中国内陸半乾
燥地域（オアシ
ス）／農村開発・
リスク対応

【第４章】
日本山間水源地
域／限界集落・
内発的発展・
コミュニティ

【第５章】
旧ソ連アラル海
地域／災害・
水資源・漁民

【第６章】
中国淮河流域／
水汚染被害・
政策・実践

適応・
順応

脱却・
回復

主体 環境
変化

維持・
発展

生業
集団

農山
（漁）村

流域
社会

気象
災害

社会
環境
変動

開発
災害

地域／事例
サステイナ
ビリティの
課題



26

背景要因となっている。第 ₃ に本書の主題である「サステイナビリティの課

題」については，大きく分けて，生業集団による自然生態系の変化サイクル

や農村における災害などのリスクへの技術的，制度的かつ社会的な「適応・

順応」過程（第 ₁ ～ ₃ 章）と人口・資源・環境の危機からの「脱却」や「回

復」（レジリエンス）に向けた対応や対策（第 ₄ ～ ₆ 章）が論じられている。

さらに，そうした適応・順応や回復に加えて，第 ₃ 章と第 ₄ 章では，農山村

の維持・発展可能性が論点となっている。

　本書では，対象となる主体とおもなサステイナビリティの課題に着目して

章立てを構成した。以下，各章のおもな論点を概観する。

　まず第 ₁ 章と第 ₂ 章は，自然生態系のなかで生業を営む民族集団（第 ₁ 章

モンゴル，第 ₂ 章エヴェンキ）を対象として変化する環境への適応・順応につ

いて論じたものである。

　第 ₁ 章では，モンゴルの寒雪害への遊牧民の対応を通時的に検証している。

モンゴルの基幹産業である牧畜は，自然環境のみならず，社会主義化とその

崩壊という社会体制の変動の影響を受けてきた。そのなかで，「ゾド」と呼

ばれる寒雪害に対して遊牧民が社会主義化以前から行ってきた「オトル」と

いう移動が，社会主義化によって国家の乾草供給システムが構築され，また

その後のシステム崩壊によってどのように変容してきたのかを探っている。

そしてこれまで先行研究では社会主義化によってオトルは減少し，社会主義

崩壊後も移動はあまりなされていないとされてきたが，現代ではさまざまな

かたちで移動が行われていることが明らかになっている。すなわち，社会主

義時代に自然災害を「根絶」できるという思想から牧草地の管理を通した国

による災害対応システムが構築されていたものの，このようなシステムのな

かで自然災害を根絶することは不可能であることを牧民が再認識するなかで，

社会主義崩壊後は繰り返される寒雪害のなかで生き抜く遊牧民の実践知に基

づくさまざまな「対処」が行われていることを示している。このことはまた，

根絶に偏りがちな現代社会における生態危機への対応のあり方についての再

考を促している。
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　第 ₂ 章は，中国東北部・大興安嶺森林地帯においてトナカイ飼養を続けて

いるエヴェンキ族の生業技術に焦点を当てている。この地域では，トナカイ

飼養の南限という厳しい自然条件に加えて，移住・定住政策，大興安嶺天然

林保護政策，地方政府による狩猟用の銃の没収などが原因で，狩猟，漁撈，

荷駄運搬という北方でのトナカイ飼養にみられる「三位一体」の「三位」の

うちの狩猟と漁撈の「二位」ができなくなった。その後，エヴェンキ族はト

ナカイの角を「中薬」として販売することでトナカイ飼養を維持しているが，

それは，以前からの“odachi”といわれる人間への馴化のための一連の技術

の「内在的展開」によって可能になっており，さらに郷政府によるさまざま

な支援もまた重要な役割を果たしていることを明らかにしている。ここでは，

エヴェンキ族の有する人間の動物に対する伝統的な馴化技術をもとにした生

業が，現代の市場と政府のシステムに自律的に接続することで成立している

ことが示されている。

　つぎに第 ₃ 章と第 ₄ 章は，経済成長の「中心」となる地域に比べて自然・

社会経済的条件が不利な内陸地域あるいは山間地域において，農村の維持・

発展可能性をめぐる問題について中国と日本のフィールドから論じたもので

ある。

　第 ₃ 章は，中国内陸半乾燥地域における災害リスク対応と農村の発展戦略

について，黒河流域の甘粛省張掖オアシスをフィールドにして検討している。

中国の西部内陸地域の農村は，東部沿海地域や都市との経済格差のみならず，

干ばつによる災害リスクの高い状況に置かれている。本章では，災害リスク

への対応について，政府と個人という二元的な枠組みに加えて，「村」とい

う中国独特の行政・社会単位を取り入れて検討している。中国では「村」は

行政末端の事業の受け皿であると同時に村民の自治組織でもあり，また地域

の共有資源の運営管理を行う多義的な主体である。複数の村の調査結果から，

対象地域では貧困からの脱却や災害リスクへの対応にあたって，個人の出稼

ぎ，あるいは個人への政府および関連団体による援助という手段だけではな

く，「村」による集団的な共同資源の運営管理がそれらを補完・補強する役



28

割を有しており，また近年種子用トウモロコシなどの新規経済作物の導入な

ど市場経済化への対応にあたっても村が主体となって企業との交渉や村内の

合意形成を行っていることが示されている。

　第 ₄ 章は，日本の山間地域における過疎化および少子高齢化の進行による

「限界集落」問題を生態危機の視点を取り入れて再考したものである。日本

では，戦後の高度経済成長期に大都市圏の重化学工業化を進めるなか，地方

都市や農山漁村地域から大都市圏への人口移動が起こり，農山漁村地域にお

いては「過疎」が，都市部においては「過密」がそれぞれ社会問題として顕

在化した。また2005年から国全体が人口減少に転じ，急速な少子高齢化が進

行するなか，過疎地域ではその傾向がさらに加速しており，自然生態系の恵

みのなかで成立してきた集落そのものが近い将来に成り立たなくなると予想

される「限界集落」問題が提起されてきた。そのなかで高知県は，従来の過

疎対策だけではなく，集落機能の維持と補完のために複数集落の共同拠点づ

くり―集落活動センターの設置などの集落活動支援に乗り出している。同

県仁淀川町は厳しい自然条件のなかで，長期にわたって生態危機と向き合っ

てきた山間農村地域であるが，近年では人口減少と少子高齢化が急速に進む

なかで限界集落問題を抱えている。それに対して集落活動センターを核とし

た取り組みや，都市コミュニティと農村コミュニティの連携への模索などコ

ミュニティからの実践が行われていることに注目している。そして，自然環

境の悪化や生態危機への対応を前提としながら過疎地域の維持可能性を確保

していくためには，地域特性に応じたオン・デマンドのきめ細かな政策を展

開することが重要であることが指摘されている。

　最後に第 ₅ 章と第 ₆ 章は，自然改造（第 ₅ 章）や工業開発（第 ₆ 章）に伴

う環境破壊によりもたらされた災害からの脱却に向けた対応策をめぐる複雑

な構図を解き明かすことを試みている。これら災害は，自然環境を媒介しな

がらも，寒雪害（第 ₁ 章）や干ばつ（第 ₃ 章）などの「気象災害」とは異なり，

人為的な開発行為がもたらした災害であることから，まとめて「開発災害」

と呼ぶことができるであろう。
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　第 ₅ 章では，流域の灌漑開発のために水位の急激な低下と水域の大幅な縮

小により，沿岸地域社会に大きな被害をもたらしているアラル海危機を「ア

ラル海災害」と捉え直し，アラル海危機の緩和・救済のために打ち出されて

きた技術的な対応策のみならず，漁民の行動やローカルな対応をふまえてそ

の災害の構造的要因に迫っている。そして災害の進行とともにローカルな対

応が限界に達し，そのなかで対応策としてのシベリア河川転流構想が「神話

化」してゆくメカニズムについて検討している。漁業を継続するか，放棄す

るかをめぐって，二律背反的で，ともに「不確実」だが，どちらも科学的・

技術的に「正しい」言説が同時進行で流布したことが，結果として多くの住

民を災害地域にとどまらせ，対症療法的な施策が行われるなか，アラル海災

害が悪化していったと指摘している。

　第 ₆ 章では，水汚染被害が深刻な中国の淮河流域の事例を取り上げ，政府

主導の対策と NGO による実践の相互作用を考察している。淮河流域は，東

部地域のなかでも自然条件および社会経済的条件が不利な立場に置かれてき

た。1970年代以降はそこに水汚染問題が重なって「生態災難」と呼ばれるよ

うな状況に陥った。その問題解決をめぐるガバナンスは，権力および情報の

垂直的重層関係のなかで政府主導によって展開され，淮河流域を対象に展開

された対策が全国レベルの政策となり，それがまた同流域の対策を強化する

という再帰的な政策展開がみられるものの，健康被害対応については立ち遅

れている。また「周辺」から「中心」への異議申し立てが困難な現代中国の

政治社会体制のなかでも，中国社会自体が，「産業社会」から「リスク社会」

へ移行する過程で，現場における観察と実践を基盤とする NGO の活動可能

な空間を生み，そして政府，メディア，NGO のあいだの共鳴によって「公

共圏」が形成され，リスクを生産する側である企業からも協力を取り付ける

ことが可能になってきた。他方で，それは「抑圧された公共圏」であり，そ

のなかで NGO の活動やメディアの報道も制約されており，このことが，生

態災難の最も核心的問題である被害救済の問題に光が当てられない要因にな

っている可能性を指摘している。
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〔注〕
１ 2014年 ₉ 月11日の内閣府緊急災害対策本部の報告によれば，死者 ₁ 万5889

人，行方不明者2601人，負傷者6152人に加えて，仮設住宅，公営住宅，親族・
知人宅などで避難生活をしている住民はなお24万5622人に上っている（「平
成23［2011］年東北地方太平洋沖地震［東日本大震災］について」平成26
年 ₉ 月11日17時緊急災害対策本部［http://www.bousai.go.jp/2011daishinsai/pdf/

torimatome20140911.pdf］）。
２ 「全国農村飲水安全工程“十二五”規劃」（http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/ 

201402/P020140221360445500781.pdf）。
３ たとえば宮本（2007），植田（2008），佐無田（2012）などを参照。
４ 加藤久和（1990），藤崎（1993）などを参照。
５ 環境と開発に関する世界委員会（1987）「ブルントラント委員長の緒言」。
６ 本章では「自然・社会生態システム」を自然生態系と人間社会系を含む複

合的なシステムを指す概念として使用している。Berkes,  Colding and Folke

（2003）やヤング（2008）の“Social-Ecological System”，川喜田（1989）の
「文化生態系」と通底する概念と考えられる（後述）。

７ ミレニアム生態系評価では「生態系サービス」は，食糧，繊維，生物資源
などの「供給サービス」，大気，気候，水，土壌などによる「調整サービス」，
精神的，宗教的，審美的価値やレクリエーションを提供する「文化的サービ
ス」から構成されていると考えられている。

８ 山下祐介（2008）もまた日本のリスク社会を災害，環境問題，人口変動な
どから多面的にとらえている。

９ たとえば自動車排ガス規制の例が挙げられる（城山 2005）。
⑽ 環境クズネッツ曲線（ ₁ 人当たりの所得が上昇するにつれていずれ環境汚

染の総量はピークを迎え，その後は徐々に汚染量が少なくなっていくこと
を経験的に示すとされる逆 U 字曲線）などをもとに経済発展によって環境
問題はいずれ解消するという考え方に対し，Arrow et al．（1995）は「制度」

（institutions）の重要性を指摘している。
⑾ 山下英俊（2012）は，環境ガバナンス論を制度経済学的なアプローチから

理論的な再検討を加えている。
⑿ ヤング（2008）はもうひとつの「フィット」（fit）の問題として，「時間的

ミスフィット」を挙げている（後述）。
⒀ 羅（2012）は，中国では改革開放以降，上級政府の下級政府に対する考課

により，GDP を中心的な評価軸とした「トラック競争」が繰り広げられてい
るという説を展開している。羅（2012）によれば，中国では，「中央政府が設
定した GDP 成長率や計画出産・社会安定などの政策目標は，プリンシパル＝
エージェント連鎖を通じて各級下級政府に分解・伝達されていく。上級政府
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の目標を実現したかどうかは，毎年の考課対象となる」とされ，ある市では
考課の指標のうち，GDP 関連の指標は全体の約 ₄ ～ ₆ 割を占めているという。

⒁ “Environmental Democracy”は，オーフス条約の合意形成・普及過程にお
いて提起された概念である。2007年に公表された OECD による中国環境パフ
ォーマンス・レビューでは，環境 NGO の台頭を“Environmental Democracy”
の発現であると評価している（OECD 2007, 240-252）。

⒂ コモンズ論については，Ostrom（1990），秋道（2004; 2010），室田（2009），
Murota and Takeshita （2013），三俣・森元・室田（2008），三俣・菅・井上

（2010）などを参照。
⒃ 松花江汚染事件を事例とした環境災害対応と環境政策形成の相互過程の検

討に関して，別稿を公刊予定である。
⒄ 同様の問題点は，「環境クズネッツ曲線」（注10）についても提起されてき

た。逆 U 字カーブは非線形的な経路を描いたものであるが， ₁ 人当たりの所
得がある一定以上になると環境改善が進むとする点において，単一の発展経
路に関する仮説とみなすことができよう。しかしながら環境クズネッツ曲線
が当てはまらない事例があり，それを前提とした政策論の危うさが指摘され
ている（諸富・浅野・森 2008, 12-15）。

⒅ 災害研究で提起されてきたリスク，脆弱性（vulnerability），破局（catastro-

phe），回復力（resilience），適応・順応（adaptation）といった概念は，後述す
る社会―生態システム（SES）論でも有用である。災害に関する先行研究とし
ては，ほかにヒューイット（2006），林（2010），「総特集　災害と地域研究」

（『地域研究』第11巻第 ₂ 号）なども参照。
⒆ 太湖流域の水環境ガバナンスにしても，あくまで「経済成長の中心」にお

けるガバナンス論であり，経済成長が下支えするトップダウン型ガバナンス
のなかでローカル・ステークホルダー間の対話が試みられたと考えられる。
またステークホルダー間の対話の試みにおいても，環境汚染による被害者や
立ち退きを迫られた漁民など水環境の悪化に最も脆弱な集団の参画はなく，

「公共圏」（齋藤 2000）の片隅に追いやられたままであった。流域・水環境ガ
バナンス論は，水環境の地域性に着目した環境ガバナンス論の発展を意図し
たものの，中心周辺関係のような政治・経済・社会的力学構造はあまり意識
されてこなかったのである。

⒇ ほかにも歴史学において溝口ほか（1994）が周縁論を論じている。
� さらに超長期の問題の例として「核廃棄物の時間と国家の時間」（加藤尚武 

2012）のずれがある。核廃棄物のなかには半減期が100万年に及ぶ放射性物質
が含まれるが，そのコストを計算するための100万年間の金利はどのような水
準で考えるべきか，100万年後の世代から同意をどのように得るのか，そもそ
も100万年後に国家や政府，あるいは人類は存続しているのか，などわれわれ
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人類はすでに超長期にわたる時間のミスフィットの問題を抱えている。
� 災間期に生きるトルコの人びとに関する公共人類学的研究としては木村
（2013）を参照。

� オリヴァー＝スミス（2006, 33-36）もまた災害について，その原因となる
脆弱性は「社会と環境とが出会うところに位置づけられる」ものであり，「理
論上，それは，生態，政治経済，そして社会文化とかかわる」という認識を
示している。

� コミュニティを重視することはまた，ナンシー（2012, 66-67）が指摘する
ように「諸々の人々，瞬間，場所，振る舞いの非等価性」を認めることでも
ある。

� 最近の事例研究としては，文化人類学を中心とした学際的な研究として中
国の生態移民に関する小長谷・シンジルト・中尾（2005）を，ポリティカル・
エコロジー論については島田（2007），金沢（2012）を，コモンズ論について
は三俣・森元・室田（2008），室田（2009），三俣・菅・井上（2010），Murota 

and Takeshita（2013）などを参照。
� たとえば，田辺（2008），竹沢（2010a; 2010b），木村（2013），田原（2012）

などを参照。この点については終章において若干の議論を行う。
� このようなアプローチを欧米由来の普遍的指向性をもつ「環境民主主義」

に対して，地域固有の文化的個性を重視した「生態民主主義」と呼ぶことが
できるかもしれない。

� 環境ガバナンスにおける経験知の重要性については，いわゆる「近代科学
知」に代わる体験知や生活知などを「暗黙知」と総称してその回復を説いた
佐藤（2009）などの議論が参考になる。

� ここで「変動」とは，個別の大小の「出来事」や「変化」ではなく，それ
らを束ねて観察される「大きな変化の流れ」を指している。
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